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発
展
す
る
町
と
人
口
減
少

　

御
船
町
は
昭
和
30
年
に
、
１
町

5
村
が
合
併
し
て
誕
生
し
ま
し

た
。
発
足
当
時
の
人
口
は
、2
万

3
0
1
1
人
で
、
御
船
川
沿
い
を

中
心
に
公
共
施
設
や
商
工
業
施
設

が
整
備
さ
れ
、
豊
か
な
自
然
を
生

か
し
た
農
業
で
発
展
を
遂
げ
て
き

ま
し
た
。

　

交
通
網
で
は
、
昭
和
51
年
に
九

州
縦
貫
自
動
車
道
御
船
イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ
が
設
置
。
県
内
を
東
西

南
北
に
結
ぶ
国
道
の
整
備
が
進
ん

だ
こ
と
で
、
生
活
圏
の
利
便
性
は

格
段
に
向
上
し
ま
し
た
。

　

現
在
、
九
州
中
央
自
動
車
道
延

岡
線
道
の
工
事
も
進
み
、
山
間
地

域
の
活
性
化
が
期
待
さ
れ
て
い
ま

す
。こ
う
し
た
状
況
か
ら
見
る
と
、

暮
ら
し
に
快
適
な
ま
ち
づ
く
り
が

着
々
と
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
一
方
で
町
の
人
口
は
、

合
併
を
ピ
ー
ク
に
年
々
減
少
し
て

い
ま
す
（
右
下
グ
ラ
フ
参
照
）。

国
勢
調
査
に
よ
る
と
、
平
成
22
年

の
人
口
は
1
万
7
8
8
8
人
。
合

併
か
ら
57
年
間
で
約
5
千
人
が
減

り
、
こ
れ
か
ら
も
人
口
は
減
少
す

る
と
予
測
さ
れ
ま
す
。
そ
の
背
景

に
は
、
少
子
高
齢
化
が
影
響
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

地
方
分
権
で
地
域
間
競
争
へ

　

少
な
い
生
産
人
口
で
社
会
を
支

え
る
少
子
高
齢
化
は
、
労
働
力
の

低
下
、
医
療
費
や
介
護
費
の
増
加

な
ど
で
、
国
の
財
政
運
営
を
圧
迫

し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
国
は

平
成
12
年
か
ら
地
方
分
権
改
革
を

進
め
、
国
と
地
方
自
治
体
の
関
係

を
「
対
等
」
に
し
て
、
国
の
権
限

や
財
源
を
地
方
自
治
体
へ
と
移
し

ま
し
た
。

　

つ
ま
り
、
明
治
時
代
か
ら
続
い

た
国
の
中
央
集
権
が
、
地
域
主
権

へ
と
大
き
く
転
換
期
を
迎
え
た
の

で
す
。地
方
自
治
体
に
と
っ
て
は
、

自
ら
責
任
を
も
ち
、
特
性
を
生
か

し
た
地
域
間
競
争
の
時
代
が
始

ま
っ
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
こ

れ
は
全
国
約
1
7
0
0
の
市
町
村

す
べ
て
が
同
じ
条
件
な
の
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
は
、
公
共
施
設
、
道

路
や
公
園
の
整
備
な
ど
を
中
心

に
、
目
に
見
え
た
ま
ち
づ
く
り
が

進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
か

ら
は
、
地
域
の
活
動
や
人
材
、
文

化
と
伝
統
を
磨
い
て
、
目
に
見
え

な
い
個
性
を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く

り
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
一
言
で
、
ま
ち
づ
く
り

と
言
っ
て
も
、
誰
が
、
何
を
、
ど

の
よ
う
に
す
れ
ば
い
い
の
か
分
か

ら
な
い
こ
と
も
事
実
と
い
え
ま

す
。
そ
こ
で
、
ま
ち
づ
く
り
の
基

本
と
な
る
ル
ー
ル
を
つ
く
る
市
町

村
が
増
え
て
き
た
の
で
す
。

ま
ち
の
ル
ー
ル
と
主
役

　

近
年
、
ま
ち
づ
く
り
の
ル
ー
ル

と
し
て
、
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が

「
自
治
基
本
条
例
」
で
す
。
こ
の

条
例
は
、
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
的

な
考
え
方
と
姿
勢
、
住
民
、
議
会
、

行
政
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
の
ル
ー
ル
と
呼
ば
れ
て
い
ま

す
。
全
国
で
約
2
3
0
の
市
町
村

が
、
県
内
で
は
3
市
町
が
ル
ー
ル

を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
背
景
に
は
、
多
様
化
す
る

住
民
ニ
ー
ズ
と
地
域
課
題
が
あ
る

か
ら
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
地
域
課

題
は
、
行
政
と
議
会
だ
け
で
解
決

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
な
ぜ

な
ら
、
地
域
の
こ
と
を
よ
く
知
る

住
民
が
自
ら
考
え
て
、
行
動
す
る

こ
と
が
有
効
な
方
法
だ
と
い
え
る

か
ら
で
す
。

　

今
ま
で
以
上
に
、
ま
ち
づ
く
り

の
主
役
を
住
民
に
、
行
政
や
議
会

と
一
緒
に
、
行
動
を
起
こ
す
こ
と

が
大
切
で
す
。「
自
ら
の
ま
ち
は

自
ら
で
つ
く
る
」と
い
う
意
識
と
、

「
住
民
自
治
の
ま
ち
づ
く
り
」
の

視
点
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　

町
は
平
成
23
年
7
月
に
、
町
職

員
で
構
成
す
る
「
御
船
町
み
ん
な

で
つ
く
る
町
の
基
本
条
例
制
定
準

備
委
員
会
」（
委
員
長
・
山
本
孝

二
町
長
）
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

ま
ち
づ
く
り
の
ル
ー
ル
と
な
る

「
御
船
町
の
憲
法
」
を
つ
く
る
検

討
を
始
め
た
の
で
す
。

　

こ
れ
か
ら
の
地
方
分
権
時
代
を

切
り
開
く
た
め
に
、
誰
も
が
住
み

よ
い
ま
ち
づ
く
り
の
仕
組
み
づ
く

り
を
目
指
す
た
め
に―

―

。

（参考資料／国勢調査）

◉用語解説
生産人口…年齢別人口で労働力の中枢となる15歳

以上65歳未満の人口層

地方自治体…自治権を行使する市町村や都道府県

中央集権…行政の権限と財源が中央政府に一元化
されている状態

地域主権…地域のことは地域に住む住民が責任を
もって決めることのできる地域社会

23011人

19381人

16698人
17979人 17952人

人口の推移

18532人
17888人

昭
和
30
年

昭
和
40
年

昭
和
50
年

昭
和
60
年

平
成
２
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少
子
高
齢
化
や
地
方
分
権
が
進
む
現
代
社
会
で
、

時
代
の
代
名
詞
と
な
っ
た
言
葉
「
ま
ち
づ
く
り
」―

―

。

明
治
時
代
か
ら
続
い
た
国
の
中
央
集
権
か
ら
、

地
方
が
自
立
し
た
地
域
社
会
へ
の
転
換
期
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
号
で
は
、「
ま
ち
づ
く
り
の
ル
ー
ル
」
と
し
て
注
目
さ
て
い
る

「
自
治
基
本
条
例
」
の
制
定
を
目
指
す
町
の
取
り
組
み
を
お
伝
え
し
ま
す
。
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